
別紙２ 

契約候補者を選定するための評価基準 

 

契約候補者を選定するための評価項目、判断基準、並びに評価のウェイトは下表のとおりとする。 

評価
項目 

評価の着目点 評価の 
ウェイト  判断基準 

配
置
予
定
管
理
技
術
者
の
資
格
及
び
経
験
等 

保
有
資
格 

（様式第２－５） 

参加表明書提出期限日時点の配置予定管理技術者の資格

を下記の順位で評価する。  

①一級建築士の資格を取得後、15年以上の実務経験があ

る。 

②一級建築士の資格を取得後、10年以上の実務経験があ

る。 

③一級建築士の資格を取得後、５年以上の実務経験があ

る。 

④一級建築士の資格のみ。 

なお、一級建築士の資格を有すると認められない場合は、

選定しない。 
 

 

①10 点 

 

②７点 

 

③４点 

 
④０点 

業
務
遂
行
能
力 

（様式第２－５） 

平成 25 年度以降に完了した６（３）②に示す業務（再委

託によるものは含まない）の実績を下記の順位で評価す

る。 

①同種業務の実績が２件ある。 

②同種業務及び類似業務の実績が１件ずつある。 

③同種業務の実績が１件ある。 

④類似業務の実績が２件ある。 

⑤類似業務の実績が１件ある。 

業務の実績については、管理技術者としてのものでなく

てもよいが、業務の従事期間が履行期間の過半に達しな

い場合は評価しない。 
なお、上記業務の実績がない場合は選定しない。 
 

 

①10 点 

 

②８点 

 

③５点 

 

④３点 

 
⑤０点 

地
域
精
通
度 

（様式第２－５） 

平成 25 年度以降に完了した公的機関※１が発注した建築

物（用途は問わない。）に係る基本計画又は建築設計の

実績を下記の順位で評価する。ただし、業務の従事期間

が履行期間の過半に達しない場合は評価しない。 

①双葉郡※２内において業務を行った実績がある。 

②双葉郡内を除く福島浜通り地域等※３において業務を行

った実績がある。 
②上記に該当しない。 

 

①５点 

 

②３点 

 
③０点 



業
務
内
容
に
対
す
る
企
画
提
案 

実
施
方
針 

実
施
方
針 

（様式第４－２） 
業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項に関し
て的確に把握されている場合に優位に評価する。 
 
【評価の視点】 
・既往計画の把握、業務目的の明示 
・現地の現状及び施設、地理的状況の把握 

10 

実
施
体
制 

（様式第４－２） 
配置技術者の連携、人数、協力体制など業務を遂行するう
えで的確な体制が確保されている場合に優位に評価す
る。 
 
【評価の視点】 
・業務の取組体制 
・必要項目の明示と相互関係の適正 
・想定される関係者協議の記載 

10 

特
定

に
対
す
る
提
案 

（様式第４－３） 
特定テーマ① 
本改修計画における、課題とそれに対する取り組み方針を提案してく
ださい。（提案の中で必ず工程表を示すこと。） 

15 
 的確性 必要な着目点、問題点、解決方法等が網羅され具体的とな

っている場合に優位に評価する。事業の重要度を考慮し
た提案となっている場合に優位に評価する。 

実現性 実務的な内容に落とし込まれていることから提案内容に
説得力があり、それを裏付ける類似業務などが明示され
いる場合に優位に評価する。 

（様式第４－３） 
特定テーマ② 
本施設改修によって、本施設及び駅前空間を一体化させ、賑わいや回
遊性を向上させる外構計画の整備方針を提案してください。 

15 

 的確性 必要な着目点、問題点、解決方針等が網羅され具体的とな
っている場合に優位に評価する。事業の重要度を考慮し
た提案となっている場合に優位に評価する。 

実現性 実務的な内容に落とし込まれていることから提案内容に
説得力があり、それを裏付ける類似業務などが明示され
ている場合に優位に評価する。 

独創性 高度な検討・解析方法であり、提案内容に創意工夫があり
実務的な内容に落とし込まれている場合に優位に評価す
る 

業務コストの妥当性 

・指示した業務内容と大きく乖離しているか、提案内容
に対して見積が不適切な場合には特定しない。 

・なお、積算の参考とするため、特定者に再度、見積を依
頼する場合がある。 

数値化 
しない 

評価点 合計 75 

 

※１ 公的機関とは国、地方公共団体、独立行政法人、公益社団法人及び公立大学法人等とする。 

※２ 双葉郡とは広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村とする。 

※３ 双葉郡内を除く福島浜通り地域等とは田村市、 南相馬市、川俣町、飯舘村、いわき市、相馬市

及び新地町とする。 


